
第 202620679 号 

入 札 公 告 

 

制限付一般競争入札を下記のとおり行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の６第１項及び岩美町財務規則（昭和６２年岩美町規則第１号）第１３０条

の規定により公告します。 

 

令和８年５月２６日 

 

岩 美 町 長 

（ 公 印 省 略 ） 

記 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 岩井配水池送水施設基本設計業務 

（２）業務場所 岩美町大字 岩井 地内ほか 

（３）履行期限 令和９年２月２６日まで 

（４）発注業種 土木関係建設コンサルタント業務 

（５）業務概要 ・送水施設基本設計   一式 

・送水管布設概略設計 一式 

（６）予定価格 非公表 

（７）最低制限価格 設 定 

（８）契約保証 免 除 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件 

（１）本店等所在地 本店又は支店・営業所の所在地が鳥取県内であること。 

（２）保有する技術職員

の状況 

会社全体で技術士（上下水道部門‐上水道及び工業用水道）５名以上及びＲＣ

ＣＭ（上水道及び工業用水道）５名以上の資格者（実数）を有すること。 

（３）同種業務実績 平成２９年度以降に計画水量 1,000m3／日の浄水場の詳細設計を履行した実績

を有すること。 

（４）配置予定技術者 管理技術者及び照査技術者については、技術士（上下水道部門‐上水道及び工

業用水道）又はＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道）の有資格者とし、かつ、管

理技術者又は担当技術者として、上記同種業務の履行実績を有したものを配置

すること。なお、照査技術者については、上記条件に加え、水道施設管理技士

１級（浄水施設）の資格を有すること。 

（５）その他の資格要件 

①地方自治法施行令第１６７条の４の規定及び岩美町財務規則第１２８条の規定に該当しない者である

こと。 

②岩美町財務規則第１２９条の規定を具備している者であること。 

③令和８年度岩美町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

④この公告の日から開札の日までの期間において岩美町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に

基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。 

 

３ 入札手続等 

（１）設計図書等に対す

る質問・回答 

質問期限 

及び方法 

令和８年６月２日までに電子メールで提出 

メールアドレス jougesuidou@iwami.gr.jp  

回答方法 令和８年６月５日までに町ホームページに掲載 



（２）現場説明 省 略 

（３）入札保証金 免 除 

（４）入札の日時 令和８年６月１１日（木） 午前９時３０分 開札 

（５）入札の場所 岩美町役場２階ミーティング室 

（６）落札者の決定 

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者（最低制限価格を下回った入札を行

った者は失格とする。）を落札候補者として、入札参加資格の事後審査を行う。審査の結果、落札候補者

が入札参加資格を有していると認められる場合には、落札者と決定しその旨を通知する。落札候補者が入

札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。この場合においては次

の順位の価格で入札した者を新たな落札候補者として入札参加資格の事後審査を行う。 

（７）参加資格確認書類について 

  開札の結果、落札候補者となった者は、下記の参加資格確認申請書類を開札後速やかに提出できるよう、

あらかじめ準備しておくこと。 

①入札参加資格確認申請書（様式１） 

②指名停止措置にかかる確認調書（様式２） 

③建設コンサルタント現況報告書（建設コンサルタント登録規程第 7 条関係様式第 16 号）の国土交通省

の確認印のある表紙及び登録部門のわかる部分の写し 

④公告に定める実績が確認できる資料（下記のうちいずれか一つ） 

・契約書の写し及びその他実績条件が確認できる関係書類の写し 

・（一財）日本建設情報総合センターの運営する測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）

の業務完了時の登録内容確認書（業務カルテ受領書は認めない。）の写し及びその他実績条件が確認

できる関係書類の写し 

⑤配置予定技術者等調書（様式３、３－１）及び添付書類 

（８）落札通知発送日 令和８年６月１２日  ※落札通知は落札者のみに通知する。 

（９）その他 

①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。  

②入札に参加する者が１人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。  

③開札の結果同額の場合は抽選で落札候補者を決定する。 

④落札者は、課税事業(7)者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。 

⑤開札前天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の

意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又はとりやめることがある。  

⑥入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触

する行為を行ってはならない。 

⑦代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。 

⑧岩美町財務規則を承知の上参加すること。 

        

４ 入札条件 

（１）入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。  

（２）入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正、又は挿入したときは、当該抹消等をした箇所に

押印しなければならない。ただし、押印を省略した入札書及び入札金額は、これを改めることがで

きない。 

（３）次に掲げる入札は無効とする。 

①郵便による入札 

②他の入札者の代理人を兼ねた者、若しくは２人以上の入札者の代理をした者の入札  

③委任状を持参しない代理人のした入札 



④記名のない入札 

⑤金額数字の不鮮明な入札 

 

 

５ その他 

公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定による登録を受

けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事の設計、調査又は測量に要する経費については、

委託料１００万円以上で委託期間が 1 ケ月以上の業務については、委託料の１０分の３の範囲内におい

て前金払いをする。 

 

６ 問い合わせ先 

岩美町役場建設水道課  〒681-8501 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富６７５－１ 

（電話 : 0857-73-1567  FAX : 0857-73-1524  E-mail :jougesuidou@iwami.gr.jp） 


